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建設副産物とは

建設副産物：建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生
資源及び廃棄物を含むもの。

再生資源：副産物のうち有用なものであって原材料として利用する
ことができるもの又はその可能性のあるもの。

建設副産物

廃棄物
（廃棄物処理法）

再生資源
（資源有効利用促進法）

原材料として利用の
可能性があるもの

原材料として利用
が不可能なもの

そのまま原材料と
なるもの

○コンクリート塊
○アスファルト・コンクリート塊
○建設発生木材

○有害・危険なもの
○建設汚泥 ○建設発生土
○建設混合廃棄物 ○金属くず

3
：建設リサイクル法により、リサイクル等が義務付けられたもの



『建設リサイクル』とは、建設副産物の再資源化、他産業廃棄物を含む再生資材の建設資材と

建設リサイクルの概念フロー

しての活用といった、建設分野に係る省資源・資源循環の取り組みのことを指す。

小化小化小化小化

大化大化大化大化
再生資材再生資材再生資材再生資材

資源採取資源採取資源採取資源採取 計画・設計計画・設計計画・設計計画・設計

資材製造資材製造資材製造資材製造 中間処理中間処理中間処理中間処理

施工施工施工施工
小化小化小化小化

廃棄物廃棄物
維持・管理維持・管理維持・管理維持・管理

廃棄物廃棄物
廃棄物廃棄物

終処分終処分終処分終処分更新・解体更新・解体更新・解体更新・解体

大化大化大化大化

小化小化小化小化
再生資材再生資材 他産業他産業
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建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）

『建設リサイクル法』により、一定規模以上の工事においては、『特定建設資材廃棄物』の分別

（H12年制定、H14施行）

『建設リサイクル法』により、 定規模以上の工事においては、『特定建設資材廃棄物』の分別
解体等及び再資源化等を義務付けられた。

【分別解体等及び再資源化等の義務づけ】

対象建設工事： 建築物の解体（床面積80m2以上）、建築物の新築・増築（床面積500m2以

上）、建築物の修繕・模様替(請負費1億円以上）、土木工事等（請負費500万円以上）

特定建設資材： コンクリ-ト、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・

コンクリートの4品目

分別解体等の実施義務： 工事受注者等は特定建設資材を廃棄物の種類ごとに建設

現場で分別することを義務づけ現場で分別することを義務づけ

再資源化等の実施義務： 工事受注者は分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃

棄物を再資源化することを義務づけ
※再資源化とは、資材又は原材料として利用できる状態にする行為、※再資源化とは、資材又は原材料として利用できる状態にする行為、

もしくは燃焼による熱エネルギーを得ることに利用できる状態にする行為

分別解体等及び再資源化等の実施のながれ：
１）元請業者から発注者への説明 → ２）発注者から都道府県知事への工事の届け出
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→ ３）元請業者から下請業者への説明 → ４）分別解体等及び再資源化等の実施
→ ５）元請業者から発注者への報告



建設副産物適正処理推進要綱

発注者及び施工者が建設リサイクルをはじめとする建設副産物を適正に処理するために必要

第1章 総則：
本 綱 的 語句 定義 基本事 等

な措置について、建設副産物適正処理推進要綱として制定。

－本要綱の目的、語句の定義、基本事項 等

第2章 関係者の責務と役割：
各主体ごとの責務と役割－各主体ごとの責務と役割

○発注者の責務と役割 ○元請業者及び自主施工者の責務と役割 等

第3章 計画の作成等：
－計画から工事完了までの事務の流れと必要な手続等

第4章 建設発生土：
事 施 にあた 建設発生土 扱－工事の施工にあたっての建設発生土の扱い

○排出の抑制及び工事間の利用の促進 ○工事現場等における分別及び保管 等

第5章 建設廃棄物：第5章 建設廃棄物：
－工事の施工にあたっての建設廃棄物の扱い

○分別解体等の実施 ○排出の抑制 等

6

第6章 建設廃棄物ごとの留意事項：
－建設廃棄物の各品目毎の再資源化等、処理に関する事項



建設リサイクルガイドライン

国土交通省直轄建設事業の計画・設計段階から施工段階までの各段階、積算、完了の各執行

目的： 事業の初期段階から、実施の各段階においてリサイクルの検討状況を把握・

国土交通省直轄建設事業の計画 設計段階から施工段階までの各段階、積算、完了の各執行
段階における、建設リサイクルに関する具体的な実施事項をとりまとめたもの

目的： 事業の初期段階から、実施の各段階においてリサイクルの検討状況を把握
チェックすることにより公共工事発注者の責務の徹底を図ること

対象事業： 国交省所管直轄事業（受託工事含む）

実施事項： １）建設リサイクル取組みの支援体制整備実施事項： １）建設リサイクル取組みの支援体制整備
（地方整備局等建設副産物対策委員会、事務所等建設副産物対策委員会）

２）リサイクル計画書・リサイクル阻害要因説明書・再生資源利用計画書及び再生資源利
用促進計画書の作成・とりまとめ

３）リサイクルの徹底に向けた検討・調整等
【計画案策定時、工事仕様書案作成時、工事契約前、工事完了時】

４）リサイクル実施状況のとりまとめ （完了時の再生資源利用(促進)実施書を地方整備局等建設

設 計設 計 積 算積 算 完 了完 了発 注発 注

副産物対策委員会が半期毎に取りまとめ）

○設計業務におい
て受託業者へリ
サイクル計画書

○リサイクル計画書
の精査・修正

○リサイクル阻害要

○再生資源利用（促進）計画（実施）書の
元請業者による作成を工事特記仕様
書に明記

○元請業者からの再生
資源利用（促進）実
施書のチェック

づの作成を依頼 因説明書の作成 ○建リ法12条に基づく元請業者作成の
分別解体計画等の確認

○建リ法11条に基づく再生資源利用(促
進)計画書の都道府県知事への通知

※建リ法18条に基づく
発注者報告を兼ねる
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リサイクル原則化ルール

国土交通省発注工事では、経済性にかかわらず、建設副産物の再資源化、再生資材の利用に

１ 建設副産物の工事現場からの搬出

国土交通省発注工事では、経済性にかかわらず、建設副産物の再資源化、再生資材の利用に
関する運用（リサイクル原則化ルール）を実施。

１．建設副産物の工事現場からの搬出
－コンクリート塊、アスファルト塊・・・再資源化施設へ搬出
－建設発生木材（伐木・除根材を含む）・・・原則、再資源化施設へ搬出

※ただし 50kmの範囲内に再資源化施設が無い等やむを得ない場合には 再資源化に代えて※ただし、50kmの範囲内に再資源化施設が無い等やむを得ない場合には、再資源化に代えて
縮減(焼却)した上で 終処分も可

－建設汚泥･･･1)建設汚泥処理土として再生利用するため、他の建設工事現場に搬出

2)再資源化施設へ搬出（処理土もしくは再生品として再生利用）2)再資源化施設 搬出（処理土もしくは再生品として再生利用）
※ただし、50kmの範囲内に再資源化施設が無い等やむを得ない場合には、縮減（脱水等）した

上で 終処分も可

－建設発生土・・・原則、50kmの範囲内の他の建設工事現場へ搬出

２．再生資源の利用
－再生骨材等･・･40kmの範囲内に再資源化施設がある場合、原則利用

生加熱 合物－再生加熱アスファルト混合物･・･40km及び運搬距離1.5時間の範囲内に再資源化
施設がある場合、原則利用

－建設発生土、建設汚泥処理土･・･50kmの範囲内の他の建設工事または再資源
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化施設（汚泥処理土）がある場合、原則利用

→ 国交省直轄事業部局に通知。地方自治体・関係建設業団体等にも参考送付



建設発生土等の有効利用に関する行動計画

建設発生土等の有効利用に関する課題について、具体的施策を内容とした行動計画を策定

■建設発生土等の有効利用に関する行動計画の基本的考え方

設計の段階から切土、盛土のバランスをとる等、建設発生土の現場内利用を進めるとともに、

①建設発生土の不適正処理を防止するため、指定処分を徹底するなど、各公共工事の
発注者が建設発生土の行先を完全に把握する。

②並行して 可能な限り 建設発生土の工事間利用を促進する その際 まずは地方ブ②並行して、可能な限り、建設発生土の工事間利用を促進する。その際、まずは地方ブ
ロック内の工事間利用調整を徹底する。

②’調整不調の場合には、地方ブロック外との工事間利用を検討する。

③工事間利用後、なお建設発生土の場外搬出量が供給過多状態である場合は、新技術
を活用するなど、更なる削減に努める。

④①～③の支援として 公共工事における土砂のフローの管理など 必要な施策を随時④①～③の支援として、公共工事における土砂のフロ の管理など、必要な施策を随時
実施していく。

⑤①～④を強力に推進していくため、各公共工事の発注者等の連携を強化する。

■建設発生土等の有効利用に関する行動計画の具体的な施策

施策１ 公共工事土量調査の実施 ④

施策２ 建設発生土等の指定処分の徹底 ①

施策５ 建設発生土等の場外搬出量の削減 ③

施策６ 法的対応の検討 ④
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施策８ 廃棄物混じり土への対応マニュアル等の検討 ④

施策２ 建設発生土等の指定処分の徹底 ①

施策３ 建設発生土等の工事間利用の促進 ②

施策４ 建設発生土の広域利用の促進 ②’

施策６ 法的対応の検討 ④

施策７ 汚染土壌への対応マニュアルの策定 ④



建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

建設汚泥の処理にあたっての課題を踏まえ、基本方針、具体的実施方針等を示したもの

基本方針

発生抑制の徹底 泥水や安定液等を使用しない工法の採用 断面計上の工夫による掘削土量の削

具体的実施方針

建設汚泥 あ 課 、 針、具体 実 針

発生抑制の徹底 泥水や安定液等を使用しない工法の採用、断面計上の工夫による掘削土量の削
減等、発生量の抑制に努める

再生利用の促進 現場内での再生利用が第一 困難な場合当該現場外での再生利用に努める

・建設汚泥処理土として当該現場外で再生利用
→発注者は建設発生土の仕組みと一体となって利用調整を図る

再生利用の促進 現場内での再生利用が第一 困難な場合当該現場外での再生利用に努める

→利用側工事が決定した場合、諸条件の協議・調整を行い文書を取り交わす
・製品として再生利用

→確実かつ適正な製品化及び販売を行っている再資源化施設へ搬出

適正処理の推進 再生利用が困難な建設汚泥 脱水等の縮減を行った上で 終処分を行う

建設汚泥 生品 利 能な 事 は 積極的な 生利 努める建設汚泥再生品
の利用促進

建設汚泥再生品の利用可能な工事については、積極的な再生利用に努める

・土砂搬入工事については、建設発生土、建設汚泥処理土の利用を図り、新材
の利用は原則として行わない。
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・グリーン購入法の枠組みの中で利用促進に努める。
・建設汚泥処理土の利用の際には、品質基準や生活環境保全上の基準等を設
計図書に明示、確認、適正な施工管理を行う。



コンクリート塊の再資源化状況

コンクリート塊のほとんどは再生砕石として再資源化されている

再生砕石

約3,070万t

コンクリート塊のほとんどは再生砕石として再資源化されている。

再生砕石

コ
ン
ク
リ

・再生砕石：１００％ 全量、再生砕石として利用。

約290万tリ
ー
ト
塊

再生砂

・土砂：１００％ 全量、土砂として利用。

約290万t

再生コンクリート骨材

※数値は、平成２４年度建設副産物実態調査（国土交通省）を元に算出

・粗骨材：３５％

加熱すりもみ法（その他、偏心ローター式、スクリュー摩砕方式がある ）
（※３００℃で加熱後、磨砕処理して、粗・砕骨材とセメントペーストに分離回収する方法）

・細骨材：３０％

・細粒分：３４％

再生コンクリート骨材として利用。

土壌改良材、セメント原料として、技術的には利用可能。しかし、
土壌改良材はニーズが少ないこと、セメント原料は再生コストが

・水分：１％

土壌改良材はニ ズが少ないこと、セメント原料は再生コストが
高すぎて現実的には未だ技術開発過程であることが課題。

加熱による、コンクリート塊からの脱水分。
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アスファルト・コンクリート塊の再資源化状況

アスファルト・コンクリート塊は再生アスファルト合材と再生砕石に再資源化されている

再生砕石
ア
ス
フ

コ
ン
ク

約960万t

アスファルト・コンクリート塊は再生アスファルト合材と再生砕石に再資源化されている。

再生 ト合材

フ
ァ
ル
ト
・

ク
リ
ー
ト
塊

・再生砕石：１００％ 全量、再生砕石として利用。

約1,600万t

再生アスファルト合材
塊

・再生アスファルト合材：１００％
全量、アスファルト混合物用
骨材として利用。

※数値は 平成２４年度建設副産物実態調査（国土交通省）を元に算出

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

※数値は、平成２４年度建設副産物実態調査（国土交通省）を元に算出

再生合材

骨 材

再生プラント

再生合材

添加物（軟化剤） 再生アスファルト・コンクリート合材の製造方法（プラント再生の場合） 12



建設発生木材の再資源化状況

建設発生木材はパーティクルボード（マテリアル利用）や バイオマス発電等の燃料

パ ク ボ ド

約 36万t

建設発生木材はパ ティクルボ ド（マテリアル利用）や、バイオマス発電等の燃料
（サーマル利用）に再資源化されている。

パーティクルボード

製紙（板紙）

約 31万t
場外搬出
約500万ｔ

堆肥

建
設
発

製紙（板紙）

約 38万t

約500万ｔ

再資源化
約446万ｔ

堆肥
発
生
木
材 敷料

約 21万t

約446万ｔ

マルチング材

約 14万t
縮減（焼却）
約26万ｔ

燃料利用

約 255万t

約 51万t

終処分
約28万ｔ

その他

約 51万t

13※再生品別数値は、平成２４年度建設副産物実態調査（国土交通省）の回答施設における処理内訳で按分



建設汚泥の再資源化状況

建設汚泥は 建設汚泥処理土としての利用が約７割が盛土用土として再資源化されて建設汚泥は、建設汚泥処理土としての利用が約７割が盛土用土として再資源化されて
いる。

約 30万t

建設汚泥処

流動化処理土

約 30万t

理土としての
利用

盛土用土
（建設汚泥処理土）

場外搬出
約657万ｔ

約 305万t

建

設

汚

（建設汚泥処理土）
再資源化
約452万ｔ

約 38万t
汚

泥

製品（市販

再生砂・砂利

約 45万t
製品（市販
品）などとし
ての利用

セメント用原料
縮減（脱水）
約107万ｔ

約 34万t

その他

14

終処分
約98万ｔ

※再生品別数値は、平成２４年度建設副産物実態調査（国土交通省）の回答施設における処理内訳で按分



最終処分場の残余容量

終処分場の残余容量は、横ばい状況である。

残余容量(H23年度末)

[万 3]

最終処分量(H23年度)

[万ｔ]

残余年数

終処分場の残余容量は、横ばい状況である。

残余年数については、近年の 終処分量の減少により伸びてきている。

[万m3] [万ｔ]

一般廃棄物 11,396 482 19.4

産業廃棄物 18,606 1,244 14.9

※残余年数は 残余容量／最終処分量により算出

うち首都圏 1,762 332 5.3

近畿圏 2,603 176 14.8

211 13 2
13.6 

14.9 

14
240

残余容量 残余年数

※残余年数は、残余容量／最終処分量により算出。

一般廃棄物については、1m3=0.8163t、産業廃棄物については1m3=1tで計算。
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産業廃棄物の残余容量及び残余年数


